
地域における在宅療養体制の確保

■在宅療養環境整備支援事業（保健医療政策区市町村包括補助（選択：提案型)）<補助率：1/2 >

在宅医療・介護連携推進事業の事業内容ア～ウのＰＤＣＡサイクルに沿った取組に関して、地域支援事
業交付金対象経費であるが、交付金を活用せず事業を実施する区市町村への支援

在宅人工呼吸器使用者療養支援事業
（保健医療政策区市町村包括補助（選択：政策誘導型)） <補助率：1/2 >

自家発電装置等について、人口25,000人当たり各補助対象品目１台を給付基準とし、それらを整備する
ために必要な費用について補助

令和７年度 在宅療養推進に向けた都の取組（案）

ＡＣＰに関する取組

【 】：令和７年度 予算額（案）

【東京都医師会・地区医師会との連携】

在宅療養生活への円滑な移行の促進

小児等在宅医療に対する取組

【区市町村等への支援】

■在宅療養研修事業≪一部再掲≫

○在宅療養推進研修（「在宅療養地域リーダー」の養成）
○病院内での理解促進研修 ○病診連携研修（相互研修） ○シンポジウムの開催

医療・介護に関わる人材の確保・育成

東京都在宅療養推進会議等の開催

■小児等在宅医療推進部会 ■小児等在宅医療推進事業≪再掲≫

■小児等在宅医療推進研修事業【17,220千円】

小児医療に関する診療所の医師及び看護師等向けの研修を実施することで、小児等在宅医療を担う人材
を確保・育成

■区市町村在宅療養推進事業【252,777千円】
<補助率：10/10 > ※4年目以降：1/2

地域における在宅療養体制の構築を図るため、区市町村が実施する以下の取組を支援

○在宅医療と介護の提供体制の充実に向けた先駆的な取組への支援
≪例≫病院救急車等を活用した搬送体制の確保、看取りに関する講演会やＤＶＤによる普及啓発 等

○切れ目のない在宅医療提供体制の構築や医療・介護関係者等への情報共有に対する支援
（在宅医療・介護連携推進事業のうち、地域支援事業交付金対象外経費への支援）
≪例≫・24時間の診療体制の確保、後方支援病床の確保＜在宅医療・介護連携推進事業ア（ウ）＞

・ICTを活用した情報共有・多職種連携＜在宅医療・介護連携推進事業イ（ウ）＞ 等
○小児等在宅医療推進事業
○在宅療養患者家族支援事業＜新規＞
≪例≫家族が行っているケアを代行する看護師等の派遣、仕事とケアの両立に向けた取組 等

■在宅医療参入促進事業 【11,213千円】
訪問診療等を実施していない中小病院と診療所の医師及び看護師等に対し、在宅医療に関する理解の促

進を図るためのセミナー等を開催し、在宅医療への参入を促進

■在宅療養研修事業【11,209千円】
○多職種連携連絡会の運営 ○在宅療養推進研修（「在宅療養地域リーダー」の養成）
○病院内での理解促進研修 ○病診連携研修（相互研修） ○シンポジウムの開催

■在宅医療推進強化事業【600,000千円】
○地域における24時間診療体制の構築の推進<補助率：10/10 > 

○オンラインを活用した病診連携の推進

■ＡＣＰ推進事業【16,884千円】
都民の希望する医療・ケアを受けることができるよう、ＡＣＰに関する以下の取組を実施
①都民に対する普及啓発 ②医療・介護関係者の実践力の向上

■都民の「生きる」を最後まで支える、医療・介護職のACP実践力の育成
＜新規・大学提案採択事業＞【30,000千円】
ACP実践に必要な情報を集約したWebサイトや、医療・介護職を対象とする協働学習の場を創り、医療・

介護関係者のACP実践力の育成基盤を整備

■入退院時連携強化事業【144,948千円】
医療機関における入退院支援に取り組む人材の育成や入退院時における地域との連携を一層強化

○入退院時連携強化研修
入退院時における入院医療機関と地域の医療・介護関係者との連携・情報共有の一層の強化に向け、実

践的な研修を実施
≪対象≫病院、診療所、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、

区市町村在宅療養支援窓口、介護老人保健施設 等

○入退院時連携支援事業<補助率：1/2または3/4>

入退院支援に取り組む人材の配置に伴う人件費を補助し、医療機関における入退院支援体制の充実を図
るとともに、病院と地域の医療・介護関係者との連携を支援

≪対象≫２００床未満の病院

■在宅療養研修事業≪一部再掲≫

○病院内での理解促進研修 ○病診連携研修（相互研修）

在宅医療従事者の安全確保に関する取組

■在宅医療現場におけるハラスメント対策事業 【48,633千円】
在宅医療の現場で医療従事者が患者やその家族から受けるハラスメントの対策に取り組み、医療従事者

が安心して在宅医療に従事できるよう支援

■東京都在宅療養推進会議等の開催
○ＡＣＰ推進部会の開催
○地区医師会・区市町村在宅療養担当者連絡会の開催 等

■広域連携支援 ・東京都地域医療構想調整会議、在宅療養ワーキンググループの開催

東京都在宅療養推進会議等の開催

■東京都多職種連携ポータルサイトの運営【19,058千円】
デジタル技術を活用した情報共有のための共通ポータルサイトを運営し、地域の医療・介護関係者や医

療機関間の広域的な連携（情報共有）を促進し、都における在宅療養推進体制の強化を図る

デジタル技術を活用した情報共有の充実

■災害時在宅医療提供体制強化事業＜新規＞【18,729千円】
訪問診療を行う医療機関における災害対応力を強化するとともに、地域ＢＣＰ策定等在宅医療における

災害対応体制の構築に取り組む区市町村を支援

資料３



在宅医療と介護の提供体制の充実に向けた
先駆的な取組への支援

切れ目のない在宅医療提供体制の構築や医療・介護関係者等
への情報共有に対する支援

（在宅医療・介護連携推進事業のうち地域支援事業交付金対象外経費への支援）

小児等在宅医療推進事業

■基準額 ■補助率

１事業あたり 10,000千円 開始から3年間は10/10、4年目以降は1/2 ※基金の区市町村計画として実施

補
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区市町村在宅療養推進事業（在宅療養患者家族支援）

【新規】在宅療養患者家族支援事業

在宅療養患者を支える家族の身体的・心理的負担の軽減、就労との両立支援による離職の減少、悩みを共有する場の構築等を図ること
で、希望に応じて在宅療養を選択できる環境を整備する。

 区市町村在宅療養推進事業の新規メニューとして「在宅療養患者家族支援事業」を追加

■取組例
 家族が日常的に行っている在宅療養患者のケアを代行する看護師等の派遣
 無資格者でも実施可能な「服薬補助」「急変時の付き添い」などを担うボランティアの養成
 仕事とケアの両立に向けた取組（セミナー、相談窓口、ハンドブックの作成等）の実施
 在宅療養患者を支える家族同士が悩みを共有できる場の構築

 在宅療養について、家族への負担を懸念する都民が数多く存在

 希望する方の在宅療養が進むよう、在宅療養を支える家族の実

情を踏まえた包括的な支援が必要

Q 在宅療養は難しいと
考える理由

70.7% 家族に負担をかける

46.5% 急変時の対応が不安

出典：R5「保健医療に関する世論調査」
東京都政策企画局

Q ⾧期療養
が必要な場
合に自宅で
療養を続け
たいか。

Q 自宅での
療養は実現
可能と思う
か。

R7予算額（案）：252,777千円（事業全体）
現状・課題

事業概要



災害時在宅医療提供体制強化事業

令和７年度 令和８年度 令和９年度

災害等の有事発生時には平時以上に行政と医療・介護事業所が連携して機能を確保する必要

医療機関のBCPに加えて、同業・類似事業所間の連携による連携型BCPや地域全体のケア継続等に向けた区市町村の地域BCPの策定が

進んでいない

実態把握
課題整理 モデル事業の実施

セミナー

手順書の策定

セミナーセミナー

中間まとめ 実施報告書

現状・課題

スケジュール

事業概要

 診療所等へのBCP策定支援と地域BCP策定に向けた取組を実施
■災害時における継続的な在宅医療提供体制の確保

＜事業内容＞
（１）訪問診療を行う医療機関等の災害対応力強化に向けたセミナー開催
（２）連携型ＢＣＰ・地域ＢＣＰ策定に向けたモデル事業実施

※ 令和９年度に地域BCP等の策定ポイントなどを整理した手順書策定予定
（令和８年度に中間のまとめ）

＜実施期間＞
令和７年度～令和９年度

＜実施方法＞
委託により実施

※ 機関型BCP：自機関のBCP
連携型BCP：同業・類似事業者間の連携によるBCP
地域BCP ：多職種多機関の連携によるBCP

R7予算額（案）：18,729千円



都民の｢生きる｣を最後まで支える、医療･介護職の ACP 実践力の育成 大学提案採択事業

現状・課題

事業概要

■ACP関連情報を得られる“場”、協働学習の“場”を創り、

都民のACPを支える医療･介護職のACP実践力の育成基盤を創る。

R7予算額（案）：30,000千円
 望む医療･ケアの希望を示しておくこと(ACP)は、最後まで自分らしく生きるために重要

 しかし、ACPを支える医療･介護関係者は、その支援に困難を感じている。

＜事業内容＞

○ ACP実践に必要な情報を集約したWebサイト・

協働学習の“場”の創出

医療･介護職への実態調査を基に、事例、講演動画、

ACP関連情報を集約したwebサイト｢Web情報室(仮)｣を作成

医療・介護職がACP実践から学ぶ｢協働学習の“場” ｣を創出

○ ACP実践力を高める基盤の創出

医療・介護職が ｢Web情報室(仮)｣を活用してACPを個人

学習し、都民のACPを支援し(実践)、その実践を専門職間

で協働学習で振り返り、困りごとを相談する、「医療･介

護職のACP実践力の育成基盤」を創出

＜実施期間＞

令和７年度～令和９年度

令和９年度令和８年度令和７年度区分

実態調査

Web情報
室（仮）

協働学習
の“場”

実施・分析

内容の検討

試作版の作成

作成・効果測定

協働学習実施・評価

■スケジュール



在宅医療現場におけるハラスメント対策事業（防犯機器等導入支援）

在宅医療現場におけるセキュリティ確保に必要な防犯機器の初度整備に係る経費を補助することで、医療従事者が安心して在宅医療に
従事できるよう支援する。

目的

事業概要

R7予算額（案）：48,633千円（事業全体）

 在宅医療現場におけるハラスメント対策事業の新規メニューとして「防犯機器等導入支援」を追加

１ 在宅医療ハラスメント相談窓口の運営

(１)ハラスメント相談窓口の設置
在宅医療の利用者や家族からのハラスメントに関する専用電話相談窓口を
設置し、相談対応を実施

(２)法律相談窓口の設置
ハラスメントに関する法律相談窓口を設置し、弁護士による相談対応を実施

(３)ハラスメント対策研修の実施
在宅医療に関わる医療関係者等に対し、ハラスメント対策に関する研修を
実施

２ 防犯機器等導入支援（新規）

在宅医療現場におけるセキュリティ確保に必要な防犯機器の初度整備に係る
経費を補助

病院

診療所

歯科診療所

薬局

訪問リハビリテーション事業所

居宅介護支
援事業所

在宅療養患者
家族

介護現場における
ハラスメント対策事業

(福祉局)

訪問看護ステーション

訪問介護事業所

在宅医療現場における
ハラスメント対策事業

（保健医療局）

取組イメージ

■対象者 訪問診療を行う病院、診療所
訪問歯科診療を行う病院、歯科診療所

■対象機器 防犯ブザー、防犯ボタン付き携帯電話 等

■基準額 １医療機関当たり上限100千円

■補助率 1/2    


